
東 京 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 九 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ） 

改 正 案 現 行 
 

第 一 条 か ら 第 六 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ） 
 

第 一 条 か ら 第 六 十 九 条 ま で （ 略 ） 
 

別 表 第 一 （ 現 行 の と お り ） 
 

別 表 第 一 （ 略 ） 
 

別 表 第 二 地 上 部 の 緑 化 基 準( 第 六 条 関 係) 
 

別 表 第 二 地 上 部 の 緑 化 基 準( 第 六 条 関 係) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考 備 考 

一 敷 地 と は 建 築 基 準 法 施 行 令 第 一 条 第 一 号 に 規 定 す る も の 及 び 当

該 施 設 と 一 体 利 用 さ れ る も の を い い 、 敷 地 面 積 と は 同 令 第 二 条 第

一 項 第 一 号 に 規 定 す る も の を い い 、 建 築 面 積 と は 同 令 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る も の を い う 。 
一 敷 地 と は 建 築 基 準 法 施 行 令 第 一 条 第 一 号 に 規 定 す る も の 及 び 当

該 施 設 と 一 体 利 用 さ れ る も の を い い 、 敷 地 面 積 と は 同 令 第 二 条 第

一 項 第 一 号 に 規 定 す る も の を い い 、 建 築 面 積 と は 同 令 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る も の を い う 。 

二 総 合 設 計 制 度 等 と は 、 建 築 基 準 法 第 五 十 九 条 の 二 、 第 八 十 六 条

第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 又 は 第 八 十 六 条 の 二 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で

に 規 定 す る も の を い う 。 

二 総 合 設 計 制 度 等 と は 、 建 築 基 準 法 第 五 十 九 条 の 二 、 第 八 十 六 条

第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 八 十 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る も の

を い う 。 
  

区 分 面 積 

ア 総 合 設 計 制 度 等 を 適 用

し て 計 画 す る 建 築 物 の 敷

地 又 は 再 開 発 等 促 進 区 （ 地

区 整 備 計 画 が 定 め ら れ て

い る 区 域 に 限 る 。 ） 、 高 度

利 用 地 区 若 し く は 特 定 街

区 内 の 建 築 物 の 敷 地 

(敷地面積－建築面積)×0.3 

イ ア 以 外 の 敷 地 次に掲げる式により算出される面積
のうち、小さい方の面積 
① (敷地面積－建築面積)×0.2 
② ｛敷地面積－(敷地面積×建ぺ

い率×0.8)｝×0.2 
 

区 分 面 積 

ア 総 合 設 計 制 度 等 を 適 用

し て 計 画 す る 建 築 物 の 敷

地 又 は 再 開 発 地 区 計 画 ( 再

開 発 地 区 整 備 計 画 が 定 め

ら れ て い る 区 域 に 限 る 。) 、

高 度 利 用 地 区 若 し く は 特

定 街 区 内 の 建 築 物 の 敷 地 

(敷地面積－建築面積)×0.3 

イ ア 以 外 の 敷 地 次に掲げる式により算出される面積
のうち、小さい方の面積 
① (敷地面積－建築面積)×0.2 
② ｛敷地面積－(敷地面積×建ぺ

い率×0.8)｝×0.2 
 



 

三 再 開 発 等 促 進 区 と は 、 都 市 計 画 法 第 十 二 条 の 五 第 三 項 に 、 高 度

利 用 地 区 と は 、 同 法 第 八 条 第 一 項 第 三 号 に 、 特 定 街 区 と は 、 同 項

第 四 号 に 規 定 す る も の を い う 。 

 

三 再 開 発 地 区 計 画 と は 、 都 市 計 画 法 第 十 二 条 の 四 第 一 項 第 三 号 に 、

高 度 利 用 地 区 と は 、 同 法 第 八 条 第 一 項 第 三 号 に 、 特 定 街 区 と は 、

同 項 第 四 号 に 規 定 す る も の を い う 。 
四 建 ぺ い 率 と は 、 都 市 計 画 法 第 五 条 に 規 定 す る 都 市 計 画 区 域 に お

い て は 、 建 築 基 準 法 第 五 十 三 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る そ の 敷 地

に 係 る 建 築 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 を い い 、 そ の 他 の 区 域 内

に お い て は 、 そ の 割 合 を 十 分 の 七 と す る ( 以 下 同 じ 。) 。 

四 建 ぺ い 率 と は 、 都 市 計 画 法 第 五 条 に 規 定 す る 都 市 計 画 区 域 に お

い て は 、 建 築 基 準 法 第 五 十 三 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る そ の 敷 地

に 係 る 建 築 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 を い い 、 そ の 他 の 区 域 内

に お い て は 、 そ の 割 合 を 十 分 の 七 と す る ( 以 下 同 じ 。) 。 
 

別 表 第 三 （ 現 行 の と お り ） 
 

別 表 第 三 （ 略 ） 
 

別 表 第 四 建 築 物 上 の 緑 化 基 準( 第 六 条 関 係) 
 

別 表 第 四 建 築 物 上 の 緑 化 基 準( 第 六 条 関 係) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考 備 考 

屋 上 と は 建 築 物 の 屋 根 部 分 で 人 の 出 入 り 及 び 利 用 可 能 な 部 分 を い

い 、 屋 上 の 面 積 と は 屋 上 の う ち 建 築 物 の 管 理 に 必 要 な 施 設 に 係 る 部

分 の 面 積 を 除 い た 面 積 を い う 。 
 

別 表 第 五 （ 現 行 の と お り ） 
 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 二 十 五 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ） 
 

屋 上 と は 建 築 物 の 屋 根 部 分 で 人 の 出 入 り 及 び 利 用 可 能 な 部 分 を い

い 、 屋 上 の 面 積 と は 屋 上 の う ち 建 築 物 の 管 理 に 必 要 な 施 設 に 係 る 部

分 の 面 積 を 除 い た 面 積 を い う 。 
 

別 表 第 五 （ 略 ） 
 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 二 十 五 号 様 式 ま で （ 略 ） 
 

  
 

区 分 面 積 

ア 総 合 設 計 制 度 等 を 適 用

し て 計 画 す る 建 築 物 の 敷

地 又 は 再 開 発 等 促 進 区 （ 地

区 整 備 計 画 が 定 め ら れ て

い る 区 域 に 限 る 。 ） 、 高 度

利 用 地 区 若 し く は 特 定 街

区 内 の 建 築 物 

屋上の面積×0.3 

イ ア 以 外 の 建 築 物 屋上の面積×0.2 
 

区 分 面 積 

ア 総 合 設 計 制 度 等 を 適 用

し て 計 画 す る 建 築 物 の 敷

地 又 は 再 開 発 地 区 計 画 ( 再

開 発 地 区 整 備 計 画 が 定 め

ら れ て い る 区 域 に 限 る 。) 、

高 度 利 用 地 区 若 し く は 特

定 街 区 内 の 建 築 物 

屋上の面積×0.3 

イ ア 以 外 の 建 築 物 屋上の面積×0.2 
 


